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社会保険は、それぞれの要件を満たす場合、強制加入になっており、「パートタイマーとかアルバ

イトだから加入しなくてもよい」ということはありません。また、まもなく労働保険の年度更新が

始まります。この機会に、もう一度各保険の加入対象者について確認しましょう。

労災保険

業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されま

す。保険料は全額事業主の負担です。

雇用保険

雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者とな

ります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除します。（平成２２年４月１日以降実施）

① 1 週間の所定労働時間が２０時間以上であること。

② ３１日以上雇用される見込みがあること。

具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

＊ 期間の定めがなく雇用される場合

＊ 雇用期間が３１日以上である場合

＊ 雇用契約に更新規定があり、３１日未満での雇止めの明示がない場合

＊ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が３１日以上雇

用された実績がある場合

※当初の雇入時には３１日以上雇用されることが見込まれない場合であってもそ

の後、３１日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点か

ら雇用保険が適用されます。

なお、週４０時間の労働時間で契約している場合は、３１日以上雇用される見込がなくても雇用

保険の被保険者となります。

健康保険・厚生年金

健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても

原則として、社会保険の加入義務が生じます。

① 1 日又は１週間の所定労働時間および

② 1 ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね 4 分の３以上
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例えば・・・

正社員の１日の所定労働時間が８時間、完全週休２日制の会社の場合、その会社で働くパートタ

イマーが１日６時間、１ヵ月の所定労働日数が１６日以上の場合、①②の両方の要件を満たします

ので、社会保険の被保険者となります。

介護保険

健康保険の被保険者に該当する４０歳以上６５歳未満の方は、介護保険第２号被保険者となるた

め、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除します。

労働保険の年度更新

労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。労働保険制度においては、原則として労働

者を１人以上雇用する事業主は、すべて労働保険に加入することとなっています。

加入事業主は年に一度、前年度の確定保険料申告及び当年度の概算保険料申告と納付並びに一般拠

出金の納付を行うことになります。

今年も平成２３年度確定保険料及び平成２４年度概算保険料の年度更新時期となりました。本年

度においては、６月１日から７月１０日までが申告・納付期間となります。

年度更新に必要な書類は、５月末頃に労働局より定形外封筒により事業主の方へ郵送される予定で

す。同封されているお知らせやパンフレットなどをご覧いただき、期間内に申告・納付を済ませま

しょう。

� 当事務所に委託されている事業所様は近日中に労働局から送られてくる書類、会社の印鑑及び、

昨年 4月から今年 3 月までの賃金台帳等をご準備ください。

なお、平成２４年４月１日から、雇用保険率が下記のとおり変更になっています。給与計算ご

担当者、予算を担当されている経理の方は料率が変わりましたのでご注意ください。

＜改定前＞（平成 23232323年度確定保険料の計算に使用）

事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率

一般の事業 15．5／1000 9．5／1000 6／1000
農林水産

清酒製造の事業
17．5／1000 10．5／1000 7／1000

建設の事業 18．5／1000 11．5／1000 7／1000

＜改定後＞（平成 24242424年度概算保険料の計算に使用）

事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率

一般の事業 13．5／1000 8．5／1000 5／1000
農林水産

清酒製造の事業
15．5／1000 9．5／1000 6／1000

建設の事業 16．5／1000 10．5／1000 6／1000

参考文献：厚生労働省ホームページ


